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人口と世帯
（１月末現在）

（　）は前月比

人口

　　　1,191 人（＋  0 人）

　　　1,175 人（±  1 人）

合計　2,366 人（＋  1人）

男

女

世帯数
1,22９戸（±1 戸）

行政版 広報 2013年3月号

　２月１８日（月）に喜茂別町立診療所指定管理者選定委員会が開催され、医療法人渓仁会が指定
管理者の候補者に選定されました。また、各選定委員から次の点が選定理由として上げられました。

　２月２２日（金）に行なわれた第２回臨時議会の議決を経て、次のとおり医療法人渓仁会を正式に
喜茂別町町立診療所指定管理者に指定いたしました。

しりべし移動相談会の開催について

喜茂別町立診療所指定管理者の決定経過について

１　管理を行わせる施設の名称及び所在地 

２　管理を行わせる期間

３　管理業務の範囲

４　政策的医療交付金に関する事項

名　称　喜茂別町立診療所
所在地　虻田郡喜茂別町字喜茂別１３番地の３

平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日まで

（１）業務に関すること（外来診療及び居宅における療養上の管理ほか）
（２）診療費等の徴収に関すること
（３）施設、設備及び備品等の維持管理に関すること
（４）地域医療への貢献
（５）政策的医療
（６）その他、町長が定める業務

33,300 千円／１年当たり（税抜き）

※運営体制等の詳細については、改めて広報紙等を活用して町民の皆様にお知らせいたします。

※政策的交付金は、上記の管理業務や保健予防活動、遠隔診療、医療圏域内の連携、専門医派遣、
　生活習慣病対策、介護との連携、各種団体の委員就任等ひろく地域に根ざした医療を行う活動に対
　し交付します。

　札幌弁護士会しりべし弁護士相談センターでは、下記の日時・場所において無料法律相談会
を実施します。この機会に、ぜひ日頃抱えているお悩みを弁護士にご相談下さい。
　なお、予約制となっておりますので、下記の相談センターまでお電話でご予約下さい。

日      時　平成 25 年 3 月28日午後１時から午後４時
場      所　喜茂別町農村環境改善センター
相 談  料　無料　電話予約制　相談時間一人 30 分
予約受付　しりべし弁護士相談センター
               （℡ ０１３５－６２－８３７３）
相談担当　大沼邦匡弁護士

① 事業計画書等が現状分析に基づいて適切に作成されている。
② 周辺地域との医療連携も円滑に行なわれることが期待できる。
③ 家庭医として町の多くの人々との連携を目指す方向性は評価できる。
④ 在宅医療などの可能性、住民啓発への貢献も期待される。
⑤ 喜茂別町に持続的な地域医療を供給しうる能力を有しているものと認められる。
⑥ 指定管理を通じて家庭医の養成やノウハウの蓄積を積極的に図っていきたいとの意向も評価できる。
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◆ 平成２５年第１回臨時議会の結果について

◆ しりべし移動相談会の開催について
◆ 喜茂別町立診療所指定管理者の決定経過について
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○　泊発電所周辺の安全確認等に関する協定書締結について

○　「真狩村食品リサイクルセンター」の運営方法について

○　「喜茂別町立診療所」の指定管理者の応募状況について

　平成２５年１月１６日に、発電所への立ち入り調査への同行、風評被害の賠償規定の明
記及び放射線の測定を行うなどの協定内容が固まったことから、泊発電所周辺市町村協
議会 、北海道及び北海道電力株式会社との３者によって「泊発電所周辺の安全確認等に
関する協定書」を締結いたしました。
　この協定書は、全国に先駆け、地域に配慮された内容として評価できるものと認識し
ており本町としては、締結を目標とせず、さらなる安全と対策を確立するために努力を
続けてまいります。

岩宇４町村を除く後志管内１６市町村で構成
北海道
北海道電力株式会社
小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、
京極町、　倶知安町、積丹町、古平町、仁木町、余市町及び赤井川村

⑤ 真狩村、留寿都村、京極町及び喜茂別町

　生ごみの処理につきましては、平成１４年１２月から平成２７年３月までの期間、４町村 が「覚
書」に基づき、真狩村において処理を行っております。
　昨年、発酵層２基のうち、１基が故障いたしました。その対応策として、処理方式を「簡
易堆肥化方式」に変更することにより処理コストの削減を図る方向で検討を進めてまいり
ました。
　しかし、昨年１２月の段階で、受入れ地区として「既存施設での堆肥化は認められない」
という結論に至り、真狩村議会としても反対の声が上がる中では、堆肥化の計画を断念し、
今年度限りで、既存の施設を廃止する判断をせざるを得ない旨の報告が１月２３日に真狩村
からございました。
　真狩村以外の３町村は、早急に今後の対応策について検討することし、初期対応につい
ては、下記のとおりです。

今後の４カ町村の生ごみ処理については、真狩村が事務委託を継続し、当面、現行どお
りに民間委託を行う。

遅くとも、２６年度までに生ごみの処理方式や運営方法、起債償還、新たな施設等、そ
れぞれの町村が努力し協議・調整を進めること

　本件につきましては、唐突に状況が変わってしまいましたが、何卒ご理解を賜りますようお
願い申し上げます。

１．北海道厚生連につきましては、指定管理者への応募について、赤字の１０割補填が条     
　  件となっていないことにより、「手上げ」をしない方針であること。

　なお、指定管理者の選定については、専門性の高い判断を行うことから、北海道大学
の河口・石井両教授にアドバイスをいただきながら選定にあたる予定です。

　４月から厚生クリニックを公の施設として管理・運営すべく、１月７日から町のホーム
ページで指定管理者の公募を行っており、次の２点についてご報告申し上げます。

甲 及び丙 は、乙 の地域における環境放射線の状況を把握するため、甲が乙及
び丙と協議の上、別途作成する測定計画に基づき測定を実施するものとする。

　平成２５年１月２５日に行われた第１回臨時議会にて、以下の３点について町長より、行政
報告がなされました。

平成２５年第１回臨時議会の結果について

※協定内容（抜粋）については、下記のとおりです。

（環境放射線の測定）

第５条

甲が発電所の立入調査を行う際には、甲はあらかじめ乙に通知し、乙が希望す
るときは、乙の職員を同行させることができるものとする。

（立入調査の同行）

第１２条

丙は、道民に対し、泊発電所の運転等により風評被害等を含む原子力損害を与
えた場合は、原子力損害の賠償に関する法律（昭和３６年法律１４７号）に基づき、
誠意をもって補償するものとする。

（損害の賠償）

第１３条

①

② ③ ④

⑤

1.

2.

①
②
③
④

２．１月２１日、道内の医療法人から事業計画等の提出があり、形式審査を実施した。
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